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平成 26年度路線価発表（近畿圏版） 
 

  

国税庁は７月１日、相続税や贈与税の算定基準となる平成２６年分の路線価（今年１月１日現在）を公表し

ました。全国約３４万地点の標準宅地の変動率は平均０．７％減となり、前年に引き続き６年連続で下落しま

した。しかし、下げ幅は前年よりも１．１ポイント縮小しています。下げ幅自体は縮小してきていることから、

地価の底打ち傾向はさらに強まっています。各都道府県別に比較しますと、東京都と大阪府はリーマンショッ

ク前の平成２０年以来の上昇となり、東京都は１．８％増、大阪府は０．３％増、愛知県については、前年に

引き続き２年連続の上昇で、１．２％増となりました。このように三大都府県の路線価がいよいよ上昇局面に

なっています。一方、秋田県、鳥取県、青森県は約４～５％の下落をしており、都市と地方の二極化が顕著に

表れています。 

 

大阪国税局管内につきましては、近畿６府県の

平均変動率は、０．４％減となり、大阪府以外の

５府県については、変動率は下落しました。近畿

圏内で唯一上昇した大阪府については、今年の３

月に全面開業した「あべのハルカス」をはじめと

する大阪市内の人気薄であった地域の再開発が牽

引役になったと思われます。 

昨年、都心部では数少ない下落地点となった大

阪市中央区北浜３丁目の御堂筋沿道も、今年は４．

６％増とＶ字回復となり、御堂筋周辺も復権の兆

しが出てきています。この復権の兆しの源は、御

堂筋の沿道のビルの高さ制限の緩和によるものと

予想され、政策が土地値にも影響を与えています。 

大阪国税局管内にある８３税務署ごとの最高路

線価を見ると、前年よりも上昇しているのは３３

地点（前年１１地点）となり、過去１０年の中で

最多となり、ようやく土地値もデフレを脱却した

のでしょうか。上昇率のベスト３は前年同様、１

位は「あべのハルカス前」、２位は「グランフロン

ト大阪付近」、３位は「ＪＲ天王寺駅前」とな 

っています。                大阪の都心部の他にも、マンション建設が進んでいる吹田や

豊中の一部ベッドタウンについても路線価の上昇の傾向があり

ます。しかし、同じベッドタウンでも人口の流出が進む地域で

は、路線価の伸びについては悩んでいるようです。やはり、都

市と地方の二極化と同じように、同じ近畿圏でも利便性の高い

ところと低いところでの二極化が進み、今や面からポイントで、

土地価格を考える局面になったのです。 

この路線価は、相続税や贈与税の算定基準になります。近畿

圏内の路線価が上昇している地域に土地を所有している方々に

つきましては、相続税や贈与税の負担が増大していることは確

実でしょう。ご自身の所有財産の分析したことがある方もない        

方も、今年度の路線価の発表を機会に、現状のご自身の所有財

産の把握をし、来年から増税となる相続税にどう対処すべきか

考えてみてはいかがでしょうか。 

  平成２６年分 平成２５年分 

全国 ▲０．７ ▲１．８ 

東京 １．８ ▲０．３ 

大阪府 ０．３ ▲０．８ 

兵庫県 ▲０．８ ▲１．３ 

京都府 ▲０．２ ▲１．１ 

滋賀県 ▲０．１ ▲０．８ 

奈良県 ▲０．７ ▲１．２ 

和歌山県 ▲３．４ ▲４，４ 

愛知県 １．２  ０．１ 

福岡県 ▲０．６ ▲１．６ 
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